
佐世保工業高等専門学校創立５０周年記念館 

利 用 心 得 

 

本記念館は、昭和 37 年(1962 年)の創立以来、半世紀を閲した本校の歴史を振

り返り、これからの更なる発展に思いを巡らせる場として創られました。 

記念館の利用にあたっては、次に定める事項を遵守してください。 

 

１ 展示品には触れないこと。また、落書きをしないこと。 

２ 展示品及び資料映像をカメラや携帯電話、ビデオカメラ等で撮影しないこと。 

３ 静粛を保ち、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。 

４ 整理、整頓に心掛け、使用後は原状に復すること。 

５ ゴミ等は必ず持ち帰り、遺留品がないようにすること。 

６ 喫煙及び飲酒をしないこと。 

７ 火災、盗難、人身事故その他事故防止に努めること。 

８ 許可を受けずに壁、扉等に貼紙、釘打ち等をしないこと。 

９ 施設及び附属設備を破損、滅失又は汚損しないこと。また、利用者の責に帰

すべき事由により施設及び附属設備を破損、滅失又は汚損したときは、その損

害を賠償すること。 

10 本校学生の使用については、上記のほか、次のことを守ること。 

 (1) 使用時間は、昼休み及び放課後（15:00～17:00）とする。 

 (2) 飲食をしないこと。 

 (3) 学外者の利用に配慮すること。 

 

平成２７年２月２日 

 

佐世保工業高等専門学校長 

 


